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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は経営の効率性・透明性を確保し、公正且つ健全な経営体制の維持・構築に努め、株主総会、取締役会、監査役会の機能拡充を図り、企業
価値向上を目指すことを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

この実現のために少人数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、企業倫理の向上と法令遵守等コンプライアンスに
根差した経営の徹底を図ることで、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。

監査役会は、会計監査人・内部監査室との連携を通して経営の監視・監督機能を高めております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

補充原則1-2-4　議決権の電子行使、招集通知の英訳

当社では、海外株主等より招集通知英訳の要望を受けたことがないこと、及び費用対効果等の観点を考慮し、現状では招集通知の英訳は実施し
ておりません。

また、議決権の電子行使については、現在の高い議決権行使率に鑑み、現行の書面投票制度で支障はないと考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

原則1-4　いわゆる政策保有株式

当社は、取引先企業との安定的かつ円滑な取引関係の構築及び維持を目的として、必要と判断した企業の株式を政策保有株式として保有する
場合があります。

保有継続の合理性については、定期的に検証を行い、毎年取締役会において確認するものとします。

政策保有株式の議決権の行使については、当該企業の企業価値が大きく毀損されると懸念される議案や当社との取引関係を損なう議案を除き、
原則賛成します。

原則1-7　関連当事者の取引

当社は、取締役の利益相反取引・競業取引を取締役会の付議・報告事項としており、取引の規模・内容にかかわらず、あらかじめ取締役会での審
議・承認を得なければならないと定めております。

原則3-1　情報開示の充実

（1）経営理念、戦略、経営計画

経営理念、中期経営計画等は当社ホームページにてそれぞれ公表しております。

経営理念http://www.chiyodagrp.co.jp/company/principle.html

中期経営計画http://www.chiyodagrp.co.jp/ir/2015/1002_02_j.pdf

決算短信http://www.chiyodagrp.co.jp/ir/financial_report.html

（2）ガバナンス基本的な考え方と基本方針

本報告書「1.基本的な考え方」に記載の通りです。

（3）役員報酬の決定方針・手続き

取締役の報酬額は、平成18年５月25日開催の第59回定時株主総会において年額21,600万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、また別
枠で、平成23年５月26日開催の第64回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額50百万円以内と決議いただいております。

監査役の報酬額は、平成元年５月25日開催の第42回定時株主総会において月額250万円以内と決議いただいております。

（4）役員選任（指名）の方針・手続き

取締役の選任、指名に当たっては、実績・人格・見識・能力等を総合的に判断した上で、取締役会全体として的確かつ迅速な意思決定、適切なリ
スク管理、業務執行の監督ができるような人員構成となるよう適任者を選んでおります。

監査役の選任、指名に当たっては、実績・人格・見識・能力等を総合的に判断し、取締役会において財務・会計または法律に関する知見や経営監
視の経験等のバランスを考慮し、候補者を選んでいます。

なお、監査役候補者については、監査役会の同意を得ることとしております。

（5）役員個々の選任・指名の説明

取締役候補者の選任・指名については、株主総会招集通知に個人別に経歴を記載しております。

また、社外取締役及び社外監査役の選任理由につきましては、個々の選任理由を株主総会参考書類にて開示しております。

今後は、業務執行取締役候補者の選任理由についても、株主総会参考書類に記載してまいります。

補充原則4-1-1　経営陣への委任の範囲

当社において、取締役会は、法令または定款で定められた事項のほか、「取締役会規程」等の諸規程に定められた経営にかかわる重要事項の意
思決定を行っております。また、取締役会の諮問機関として管理部会を設置し、会社経営に関する全般的な重要事項を協議し、適正な意思決定
に努めております。

原則4-8　独立社外取締役の有効活用

当社は、9名の取締役のうち、2名の社外取締役を選任し、取締役会の独立性と客観性を確保します。



各々の専門的知識や経営者としての豊富な経験などから、当社の運営全般に関して、独立した立場から適格な助言・提言を行い、経営の意思決
定機能及び監督機能を強化する役割を担っております。

原則4-9　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社は、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業倫理規範に定める独立性基準に準拠した、一般株主と利益相反の生じる恐れのな
い者で、かつ専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査などの役割を果たせる者を候補者としております。

補充原則4-11-1　取締役会の構成に関する考え方

当社は、専門性、経験と実績及び経営者としての能力を十分に勘案し、適切かつ機動的な意思決定と業務執行の監督ができるよう、取締役会の
メンバー構成としております。

合わせて、当社の社外役員の独立性基準及び当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に寄与できる資質を備えた社外取締役を複数名
選任することとしております。

補充原則4-11-2　取締役・監査役の兼任状況

当社の役員の「重要な兼職の状況」につきましては、招集通知の事業報告及び有価証券報告書等に記載しております。

当社は、当社として期待する役割・責務を果たすために必要な時間・労力を割いていただける方に当社の取締役・監査役にご就任いただいており
ます。

補充原則4-11-3　取締役会の実効性と分析の評価

当社は、取締役会の更なる実効性確保及び機能向上を目的に、全ての取締役・監査役を対象にアンケートを実施し、その集計、分析について外
部機関に委託しております。

その結果、取締役会の実効性についてはおおむね確保できているとの評価を得ました。

しかし一方で、より一層高い実効性を確保するために、社外取締役への情報提供や、取締役会の議案決議に至る報告事項の審議充実等の意見
が出され、取締役会で共有致しました。

今後は、これらの意見も参考の上、取締役会の実効性を一層高める為の改善を進めてまいります。

補充原則4-14-2　取締役・監査役に対するトレーニングの方針

当社は、取締役・監査役に対し、本人の専門分野はもちろんのこと、役員して求められる役割や責務（法的責任を含む）に関する研修を実施すると
ともに、社外役員については、当社グループについての理解を深めてもらうようサポートを常に実施します。

原則5-1　株主との建設的な対話に関する方針

当社は、株主との建設的な対話を促進するための体制整備及び取組みに関する方針を以下の通り定めております。

・株主向け報告書の発行の他、当社に対する理解促進のために動画サイトの掲載、また最新のトピックや月次の業績、新商品情報など、ホーム
ページを有効活用し、情報開示の充実に努めます。

・毎年の株主総会においては、事業報告等の説明が終了した後、株主との質疑応答を十分に時間を設け、営業の概況、経営計画、業績状況の詳
細な説明など、多岐にわたり株主との意思の疎通を図っています。

・ＩＲ専門部署である、広報・ＩＲ室を設置し、担当取締役を統括責任者としております。

・インサイダー取引を未然に防止するため、社員研修や社内報にてインサイダー取引の重要性等を深く理解させることにより、社内啓蒙を促進して
おります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

いちごトラスト 6,460,000 17.76

舟橋政男 3,145,000 8.65

株式会社中央商事 2,998,021 8.24

有限会社大和 1,600,080 4.40

チヨダ共栄会 1,434,519 3.94

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,391,800 3.83

株式会社三井住友銀行 1,236,515 3.40

ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ ＢＡＮＫ　

ＧＴＳ ＣＬＩＥＮＴＳ ＡＣＣＯＵＮＴ ＥＳＣＲＯＷ
973,200 2.68

モルガン・スタンレーＭＵＦG証券株式会社 734,452 2.02

住友不動産株式会社 701,000 1.93

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 2 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社が議決権比率61.3％を有する子会社株式会社マックハウスは、当社グループの「第二の柱」と位置づけており、共同出店等の協力関係を維

持しております。業務運営は、自立独立経営を旨としてグループとしての企業価値の向上を図ります。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

スコット・キャロン 他の会社の出身者

杉山浩一 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

スコット・キャロン ○ ―――

長年の日本在住で培った日本の産業構造に関
する深い見識を有し、且つ資本市場の専門家
としてコーポレート・ガバナンス及び企業価値向
上にも精通しており、当社のコーポレート・ガバ
ナンスをさらに充実したものにすることができる
と判断したため

杉山浩一 ○ ―――

日系・外資系、大企業・中小企業を問わず、人
事制度の導入や組織変革に関するコンサル
ティングの経験が豊富であり、また組織行動に
関する各種企業研究の講師も多数行っている
ため



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役と会計監査人は、定期的に会議を開催し情報交換及び意見交換を行う等、相互の連携を図っております。

また監査役は、内部監査室の監査結果の報告を受ける等、積極的に会社に関する情報を収集し、監査業務が適正に実行されるよう努めておりま

す。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

山中　雅雄 弁護士

根本　孝雄 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山中　雅雄 ○ ―――
弁護士として会社財務・法務に精通しており、

経営に関する高い見識を有しているため

根本　孝雄 ○ ―――

他の会社の取締役として培ってきた知識・経験

と小売業界に関する見識から、コンプライアン

スに関する助言・提言ができると判断したため

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名



その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

株式報酬型ストックオプション

役員退職慰労金制度を廃止し、役員がより一層株主の皆様と利益意識を共有するとともに、業績向上及び株価上昇に対するインセンティブを高

め、更なる企業価値の向上を図ることを目的として導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

常勤取締役6名が付与対象者となっております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役の報酬の総額　209百万円

うち社外取締役　4百万円

監査役の報酬の総額　11百万円

うち社外監査役　8百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会の開催案内、資料の配布及び議題に関する事前説明については、必要に応じ経理部・人事部及び総務部が協力する体制としておりま
す。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は社外からの監督機能を十分働かせる観点から、監査役は常勤監査役1名の他、2名の社外監査役を選任しております。

監査役は取締役会等重要会議に随時出席し、客観的且つ専門的な立場から意見を述べております。

また、2015年5月21日より社外取締役を2名選任したことにより、今後より一層、独立した立場から意見を述べることにより、業務執行の決定におけ
る多面的視点と客観性が確保されるものと考えております。

さらに、内部監査部門として内部監査室が設置されており、会計監査人を始めとした社内外の監査組織と密接な連携を図っております。このような
現状のガバナンス体制は経営の透明性の確保、経営監視機能強化を図る上で必要であると考え採用しております。

コンプライアンス体制の強化を目的とした「コンプライアンス・リスク管理委員会」の定期的開催や内部通報制度の導入、内部監査部門としての内
部監査室の設置などから「迅速な意思決定」「適正な業務執行」「監査の実効性」といういずれの観点においても、充分にガバナンスは機能してい
ると考えております。

体制の状況については、以下の通りです。

・監査役会

当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は常勤監査役1名の他、2名の社外監査役で構成されております。監査役会は定期的に開催してお

り、経営に対する監視・監督、助言・提言を行っております。

・取締役会

当社は取締役会設置会社であり、取締役9名（うち社外取締役2名）で構成され、原則月1回開催するほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定め
られた事項及び経営に関する重要事項を決定しております。また監査役は常時出席し、適宜客観的且つ専門的な立場から助言・提言を行ってお
ります。

・本部長会議



当社は、常勤取締役、常勤監査役及び地区本部長を始めとする経営幹部が一堂に会し、経営の問題点、業務進捗の確認等の幅広い意見交換の
場とする本部長会議を定期的に開催しております。

・管理部会

当社は、常勤取締役、常勤監査役及び本社各部幹部を構成員とする管理部会を原則毎週開催しており、経営上の問題や業務進捗状況等をリア
ルタイムで確認し、幅広い意見交換を行っております。

・内部監査室

当社は、代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置しております。

内部監査室は、監査計画に基づいた監査を実施し、監査役と常に連携をとり、情報の共有化を図った上で、代表取締役社長への提言や被監査部

門に対する問題点とそれに対する改善事項の指摘を行い、実効性の高い監査を実施しております。

・会計監査人

当社は、優成監査法人を会計監査人に選任し、会社法並びに金融商品取引法に基づく監査についての監査契約を締結し、年間監

査計画に基づいた会計監査、内部統制の整備・運用・評価等に係る助言を受けております。当期において業務執行した公認会計士の氏名、会計

監査にかかる補助者の構成については以下のとおりです。

所属する監査法人

優成監査法人

公認会計士の氏名

指定社員業務執行社員　公認会計士　須永真樹、指定社員業務執行社員 公認会計士　鶴見　寛、　指定社員業務執行社員　公認会計士　石上

卓哉

（注）継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、上記のような体制により、経営の透明性・効率性を高め、長期的に安定して企業価値が向上する経営体制を確立するとともに、業務執行
及び経営の徹底も十分図れると考えております。

なお、社会環境、法的環境の変化に伴い、適宜見直すこととしております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

実施していません。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的説明会として、第2四半期決算及び本決算発表直後に、アナリスト・機

関投資家向け決算説明会を開催しております。
あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページのＩＲ情報にて、適時開示資料、主な経営指標、月次ベース

の売

上・客数前年比、また株価情報などがご覧いただけます。

IRに関する部署（担当者）の設置 広報・ＩＲ部を設置しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社グループは、継続して積極的なＩＲ活動に取組み、株主様を始めとするステークホル
ダーの

皆様への情報開示を行ってまいります。

また、グループすべての役員及び従業員が、それぞれの事業活動において遵守すべき基
本的

な事項「チヨダグループ企業倫理規程」を制定、遵守し、社会から信頼される企業となるこ
とを目

指しております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．経営の基本方針

(1)チヨダグループ各社は、企業倫理を確立し社会の信頼を得るために役職員が業務を行う上での具体的な行動基準として「チヨダグループ企業

倫理規程」を定め、経営管理体制の確立に努めております。

２．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役及び使用人に対し法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下で職務を執行するために、代表取締役社長をトップとし、取締役及び各

部門の責任者で構成するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。

（2）取締役及び使用人が法令、定款及び規程等に違反する行為を発見した場合の通報体制として内部通報者保護を社内規程に定めておりま

す。

３．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務の執行に係る情報については、文書取扱規程において経営上重要な文書として位置付けるとともに、情報漏洩防止を徹底すべく

適切に保存及び管理（廃棄を含む。）を実施し、必要に応じて運用状況を検証し、規程の見直し等を行っております。

（2）取締役及び監査役から閲覧の要請があった場合には、速やかに閲覧に供することとしております。

４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)損失の危険の管理を行うため、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、各部門担当取締役及び各部門の責任者とともに、部門毎のリス

ク

を体系的に管理するため、既存の規程に加え必要なリスク管理規程を制定しております。

（2）コンプライアンス・リスク管理委員会は、定期的に取締役会及び監査役会に報告を行い、全社的なリスクを統括的に管理しております。平時に

おいても各部門においては、その有するリスクの軽減等に取り組み、有事における関連規程に基づくマニュアルやガイドラインを見直し、各部門の

リスク管理の改善を行っております。

(3)取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めております。

５．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（1）取締役会は、原則月１回開催するほか必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定しております。

（2）経営理念を基に策定される年度計画に基づき、各部門において目標達成のために活動することとしております。また、毎月作成される経営資

料をチェックするとともに必要な対策を決定し実施しております。

（3）取締役会の決定に基づく職務執行は、組織規程、職務権限規程、業務分掌規程に基づき、その責任者が職務権限に則り職務を遂行すること

とし、必要に応じて運用状況を検証し、規程の見直し等を行っております。

（4）企業経営及び業務に関して、経営判断上の参考とするため法律事務所等と顧問契約を締結し、必要に応じて専門的立場からのアドバイスを

受ける体制を整えております。

６．当該会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（1）当社及び子会社は「チヨダグループ企業倫理規程」を遵守し、グループ全体のコンプライアンス体制及び内部統制の構築に努めております。

（2）当社の「関係会社管理規程」に基づき、担当取締役及び各部門の責任者はグループ会社の状況に応じて必要な管理を行っております。

（3）グループ内取引は、法令、会計原則、税法その他の社会規範に照らし、適切かつ公正を保持しております。

７．監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立

性

に関する事項

（1）監査役が職務を補助すべき使用人を必要とした場合は、使用人を配置するものとしております。

（2）監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮監督下で職務を遂行するものとしております。

（3）監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動・評価・懲戒等については、事前に監査役会の同意を得て取締役会で決定するものとしており

ます。

８．取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役会への報告に関する体制

（1）取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において担当する職務の執行状況を報告しております。

（2）取締役及び使用人は、監査役に対して当社及びグループ会社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項、並びに、内部監査の実施状況、内

部通報の状況及びその内容、取締役の不正行為、重大な法令・定款違反行為について速やかに報告しております。

（3）監査役は、いつでも、取締役及び使用人に対して、報告を求めることができます。

９．その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（1）監査役は、必要に応じて経理部や内部監査室等に協力・補助を要請し、監査を実効的に行うことができます。

（2）監査役は、必要に応じて弁護士、会計士等の専門家を活用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障されます。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力による不当要求等への対応に関する基本方針を定めるとともに、事案発生時の担当部署への報告及び対応に係る規程等

の整備を行い、反社会的勢力には弁護士や警察等関連機関とも連携して毅然と対応していきます。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

具体的な買収防衛策は導入しておりませんが、企業価値を上げ、時価総額を高めることが最大の防衛策と認識し、現状多岐に亘って鋭意研究し

ております。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

子会社を包括したガバナンス体制の整備、組織を確立して、グループ経営が適法且つ適正に運営されるよう意識の徹底を図ってまいります。


